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コンビニ交付事務手数料の引下げについて 

 

このことについて、平成２９年１月から利用を開始している住民票の写し等

の各種証明書におけるコンビニ交付サービスについて事務手数料の引下げを行

います。 

これにより、コンビニ交付サービスの更なる利用促進を図るとともに、コロナ 

禍における窓口混雑の解消、住民サービスの向上等に努めてまいります。 

 

記 

 

１ 開始日時     

令和５年３月１日（水）午前６時３０分から 

 

２ 各種証明書の手数料 

証明書の名称 現在の手数料額 引下げ後の額 

住 民 票 の 写 し ３００円 １５０円 

印 鑑 登 録 証 明 書 ３００円 １５０円 

戸 籍 証 明 書 ４５０円 ２５０円 

戸 籍 の 附 票 の 写 し ３００円 １５０円 

課税・非課税証明書 ３００円 １５０円 

 

３ コンビニ交付ができる場所 

  セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、イオンリテ

ールなど 

 

４ その他 

  市役所（出張所含む）窓口での証明書発行手数料は、現行のとおりです。 


